
「“生Ƃる”を支えるまち ƀこƁわ ―第２次加古川市自殺対策計画―」 

の策定に伴うパブリックコメントの実施計画ӡ案Ӣ 
 

 

Ҧ  計画策定の位置づけ 

    զ加古川市自殺対策計画է֮Ւ自殺対策基本法ӡ平成 18年法律第 85号ՓӢ֭規定֪

基֤策定Փ 

    計画期間֮Ւ令和㕶年度֊令和 10年度ֽ֦֭ 5年間Փ 

 

ҧ 実施内容 

㕱  意見募集案件 

   զ՞生՟を支えֽ֠ ֊֒わ ―第２次加古川市自殺対策計画―էӡ案Ӣ 

 

㕲  意見募集期間 

令和㕵年 11月 28日ӡ火Ӣ֊令和㕵年 12 月 27日ӡ水Ӣֽ֦ӡ30日間Ӣ 

 

㕳 意見を提出でき者 

  ア 本市֭区域内֪住所を有す者 

  イ 本市֭区域内֪事務所又֮事業所を有す個人及び法人そ֭他団体 

  ウ 本市֭区域内֪存す事務所又֮事業所֪勤務す者 

  エ 本市֭区域内֪存す学校֪在学す者 

 ׁ֭本市֪対し֥納税義務を有す ן  

 ׁ֭事案֪利害関係を有すックコメント手続֪係؟パブ נ  

 

㕴  意見の提出方法 

    直接持参又֮郵送・ＦＡＸ・電子メーؠ 

 

㕵  素案及び意見提出箱の設置場所ӡ31箇所Ӣ 

市役所㕶箇所ӡ市民ロビーՒ市民健康課ӢՒ他別紙֧֭։Փ 

 

㕶  提出さた意見の取扱い 

・提出֔֞意見֮Ւ内容֧֪֓整理֭うえՒ市֭考え方を公表すՓ 

・意見提出者֪対す直接֭回答を行わ֩いՓ 

・連絡先֭֩֨個人情報֮Ւ内容֪֣い֥問い合わせをす際֭־利ዿすՓ 

 

 

㕷 その他留意点 

・意見提出֪当֢֥֮֞Ւ住所Ւ氏名ӡ法人֭֩֨団体֭場合֮Ւ所在地Ւ団体名及

び代表者֭氏名ӢՒ連絡先֭記入を必須֧すՓ住所・所在地加古川市外֭場

合֮Ւ加古川市内֭勤務地や学校֭名称等֭記入を求׀Փ 

・必須記載事項֪֣い֥記入漏あ場合֮Ւ意見提出֧し֥受付し֩いՓ 

・意見提出ዿ紙֮Ւ別֪定׀Փ֞֟しՒ任意֭様式֦提出すׁ֧֒可能֧すՓ 

・口頭֦֭意見提出֮認֩׀いՓ 

 

資料㕶 



No. 施設名
1 市民協働部 人権文化センター 人権文化センター
2 東加古川市民総合१ービスプラ२ 東加古川市民総合१ービスプラ२
3 生活安全課 市役所新館　案内窓口
4 スポーツ・文化課 加古川क़ख़ルネスパーク
5 क़ख़ルネスパーク図書館
6 海洋文化センター図書館
7 市民センター 加古川市民センター
8 野口市民センター
9 平岡市民センター
10 尾上市民センター
11 健康医療部 市民健康課 課の窓口
12 教育指導部 社会教育課 加古川公民館
13 加古川西公民館
14 東加古川公民館
15 両荘公民館
16 志方公民館
17 加古川北公民館
18 野口公民館
19 氷丘公民館
20 平岡公民館
21 陵南公民館
22 別府公民館
23 尾上公民館
24 中央図書館 中央図書館
25 加古川図書館
26 こども部 育児保健課 課の窓口
27 家庭支援課 課の窓口
28 幼児保育課 課の窓口
29 こども政策課 課の窓口
30 加古川駅南子育てプラ२
31 東加古川子育てプラ२

資料閲覧場所一覧

部課等名


